
両面印刷されていますので裏面もご確認ください。

●下記のいずれかの書類を確認し、１～８まで該当する項目にそって必要書類

を準備してオンライン手続きにお進みください。

➢本人の健康保険証をご準備ください。（被保険者が本人の場合のみ）

　※社保等（本人）を持っている場合、下記の準備は不要です。ただし、家族の社保に加入している方は下記をご準備ください。

【事業主に雇用されている場合は次のいずれか１つをご準備ください。】

※就労支援Ｂ型の方は、３番をご確認ください。

➢雇用証明書（様式3）　

  ※本通知に同封しています。

➢賃金支払明細書

 （雇用者名、賃金支払額、店名等が明記されたもの）

➢その他雇用されていることが確認できる書類

➢仕入れ領収書

➢会社名義の光熱水費の領収書

➢給与明細書　※親兄弟の会社で雇用されている方

➢請負事業を行う際に締結した委託契約書

➢その他就業していることが分かる書類

【次のいずれか１つをご準備ください。】

※求職者給付（傷病手当を除く）を受けている方は、３番をご確認ください。

➢令和8年6月1日以降にハローワーク等を利用した方・・・

　求職活動支援機関等利用証明書（様式6）　　※本通知に同封しています。

➢令和8年6月1日以降に面接等を受けた方・・・採用選考証明書（様式7）
　※本通知に同封しています。

➢母子家庭等就業・自立支援センターを利用している方

　・・・令和8年6月1日以降に就業相談、講習会等を受けていることが確認できる書類

➢ハローワークが発行した紹介状　※紹介日が令和8年6月1日以降のもの

➢その他、令和8年6月1日以降において求職活動をしていることが分かる書類

※ただし、下記に該当する場合、書類をご準備いただく必要はございません。

　そのままオンライン手続きにお進みください。

➢現在うるま市の母子・父子自立支援プログラムを利用している。

【求職者給付（傷病手当を除く）を受けている方に準備していただくもの】

➢有効期限内の受給資格者証

【就労支援B型の方に準備していただくもの】

➢令和8年6月1日以降の作業工賃の明細書

《一部支給停止適用除外事由届の提出書類》

➢下記の内容をご確認いただき、いずれか１つをご準備ください。

※家族等の営む店や畑に従事している場合または、委託契約をして請負事業等を行っている場合も含み
ます。

【自営業の場合は次のいずれか１つをご準備ください。】

１.仕事をしている方は･･･ 

国保以外の健康保険に加入している方（社保など） 

２.求職中の方は･･･ ２.求職活動中の方は･･･ 

※令和8年6月1日以降のもの 

※令和8年6月1日以降に就業し

ていることがわかるもの 

※マイナ保険情報のダウン

ロードについては、右記QRか

らご確認ください。 

※令和8年6月1日以降に就業

していることがわかるもの 

３.求職者給付受給中または就労支援B型の方は･･･ 

 国保に加入している方 



両面印刷されていますので裏面もご確認ください。

【公共職業訓練を受講中または受講予定の方や、専修学校などに在学している方は、

次のいずれか１つをご準備ください。】

➢在学証明書

➢受講指示書の写し

➢その他受給者が職業訓練等を受講

　していることが分かる書類

【次のいずれか１つをご準備ください。】

➢身体障がい者手帳（1級・2級・3級のいずれか）

➢療育手帳（A）

➢精神障がい者保健福祉手帳（1級または2級）

 ※精神障がい手帳3級は不可

【次のいずれか１つをご準備ください。】

➢特定疾患医療受給者証

➢特定疾病療養受療証

➢特定医療費（指定難病）受給者証

➢令和8年6月1日以降に作成した医師の診断書（様式第8号）※本通知に同封しています。
＊診断書は、かかりつけの医師に作成してもらってください。

➢身体障がい者手帳（1級・2級・3級のいずれか）

➢療育手帳（A）

➢精神障がい者保健福祉手帳（1級または2級）

 ※精神障がい手帳3級は不可

➢特定疾患医療受給者証

➢特定疾病療養受療証

➢特定医療費（指定難病）受給者証

➢令和8年6月1日以降に作成した医師の診断書（様式第8号）※本通知に同封しています。
＊医師の診断書を提出する場合は、かかりつけの医師に作成してもらって下さい。

【次の選択肢の中から、受給者様のご希望に合うものを１つ選択していただき、

お手続きください。】

➢お近くにあるハロワークを利用していただき、本通知に同封している求職活動
支援機関等利用証明書（様式6）を作成後、オンライン手続きにお進みください。
※支援機関等利用証明書（様式6）は本通知に同封しています。

➢うるま市こども家庭課ひとり親支援係に相談のお問い合わせをお願いいたします。

【家族が障がいまたは病気であることを確認できる書類（該当する書類）をご準備ください。】

４.学校に通っている方は･･･ 

５.障がいをお持ちの方は･･･ 

６.病気などで働けない方は･･･ 

７.家族の介護などで働いていない方は･･･ 

＜問い合わせ先＞ うるま市こども家庭課 ひとり親支援係 ☎098-973-4983 

８.上記１～７のいずれも該当しない方は・・・ 

※有効期限切れの手帳は不可と

なる場合があります。 

※有効期限切れの受給者証・受療証は不可        

となる場合があります。 

※有効期限切れの手帳・受給者証・

受療証は不可となる場合があります。 

※令和8年6月1日以降に受講 

していることがわかるもの 


